
生産性向上設備投資促進税制とは
●制度概要
　質の高い設備を取得した場合に即時償却又
は最大5％の税額控除が適用できる税制処
置です。

●対象者
　青色申告をしている法人・個人事業主
●税制処置

1)平成26年1月20日から平成28年3月31日ま
で即時償却又は税額控除5%

2)平成28年4月1日から平成29年3月31日ま
で特別償却50％または税額控除4％
※近畿経済産業局ホームページより抜粋
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